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1 研究の背景・目的 

日本では、1975 年の文化財保護法の改正・重要伝統的建造

物群保存地区（以下は、「重伝建地区」という）創設以降、1976

年に初めて7地区が指定されて以来、現在（2012年12月）102

地区が重伝建地区に選定され、地区内の建造物・街路、近隣地

区との調整を含めた保存計画が策定され、保存整備事業が行わ

れている。 

今井町は、1993年12月、重伝建地区に選定され、選定前か

ら始まった歴史的建造物の保存整備以外にも、電線地中化、道

路美化、周辺地区との調和を図るための公園整備、など保存整

備事業が進められてきた。 

今井町については、重伝建地区に選定される以前から、民家

の調査、住民の保存意識、歴史的市街地の構造と保存の評価、

歴史的環境の保存整備といった側面から調査発表（補注 1、2、3、4）

が実施されている。また、選定後においては、保存の合意形成

過程、居住形態と居住の継承、イベント型観光の可能性、空き

家の管理と保存・活用、町家の修理と内部空間の変容、などの

研究論文（補注5、6、7、8）も発表されている。このように、今井町に

関する調査研究が蓄積されてきた。 

しかし、重伝建地区選定前後における単体町家の保存から地

区全体の保存整備事業へという過程を経て、その保存整備事業

がどのような体制で進められてきたか、どのような課題が残さ

れているか、といった問題については明らかにされていない。 

そこで本研究では、重伝建地区・今井町を事例として、1）

時系列的に保全整備計画の形成経緯・制度を把握した上で、整

備体制を明らかにし、2）重伝建地区選定前後の歴史的建造物

の保全整備実績を比較し、3）今後の歴史的建造物の保存整備

事業の課題を整理することを目的とする。 

2 事例分析の対象・調査の概要 

2.1 事例分析の対象 

今井町の町家保存整備は保存整備の典型例（補注9）として取り

上げられてきた。保存整備事業というケース・スタディにおい

ては、次のような整備課題が挙げられている。 

1）環濠・水路及び町門の整備 

2）大規模町家の整備 

  3）地区内・周辺の環境整備 

  4）社寺・地藏堂・屋敷神・歴史的建造物の整備 

5）長屋の整備 

本研究においては、以上の保全整備事業の現況を概説し、町

家の整備実績を対象としてその保存事業の実態を分析する。 

2.2 調査の概要 

研究方法は文献資料の整理と現地訪問調査及びヒアリング

調査である。具体的には、①初期の歴史的建造物の保存から重

伝建地区選定までの保存計画に関する経緯を整理する。②重伝

建地区選後の保存整備体制、保存整備の実績を把握するため、

前項①で整理したものを基に関係者へのヒアリングを行う。③

歴史的建造物の保存整備実績の分析を行う。 

なお、ヒアリング調査は保存整備関係者5人、住民団体関係

者3人、住民10人、既存調査に関わった研究者1人の合計19

人を対象として、2011 年 9 月から 2013 年 2 月にかけて随時、

1回当たり約2時間で実施した。 

3 今井町の保存計画と保存整備計画及び関連の諸制度 

3.1 今井町の概要 

今井町は東西約 600m、南北約 310m の旧環濠に囲まれた地

区である。町の地区形態iは中世の環濠集落を母胎とし、天文

年間に東西南北の四町ができ、その後、新町、今町が整い文禄

検地の頃には、六町が成立した。周囲は堀及び土居がめぐらさ

れ、9つの門があった。 
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今井町は、市の中心部に近く近鉄橿原線八木西口から徒歩約

5 分、ＪＲ桜井線畝傍駅から約 10 分という交通の便利な場所

に位置する。東に約1300 年前の日本 初の都城である「藤原

京跡」があり、南には神武天皇を祭る「橿原神宮」があり、ま

た万葉文化のふるさと「明日香村」も近い。 

3.2 今井町の既往調査の概要 

ここでは、保存計画の経緯を確認するため、大学および研究

機関、文化庁、建設省、学識者・県・市の合同調査によって行

われた6つの調査（ii、iii、iv、v、vi、vii、）を時系列に整理する。 

文献資料を基に、調査主体、調査内容、調査結果について、

まとめたものが表1である。調査体制は国、県、市、学識関係

者、などによって構成された。また、それぞれの調査の内容と

調査結果を見てみると、対象が個別の建築調査から地区全体の

調査へと拡大されていったことがわかる。 

さらに、保存計画における調査の目的、保存計画の内容、

結果を、まとめたものが表2である。今井町における保存

計画の内容が歴史的建造物の指定から地区全体の保全が検

討され、重伝建地区の指定に伴う制度、技術的検討が行わ

れている。 
表-1 既往調査 

 

表-2 保存計画の関連内容 

 
3.3 保存計画の概要 

1）調査と計画の検討期（1955年から1992年） 

前項で述べたように、1955年から1992年までには、国、大

学機関による調査が行われた。それらの調査結果を基に、保存

計画の内容を検討した。この保存計画が「点」（建造物）から

「面」（地区全体）へと拡大されていったことを確認した。 

主に、次の4項目について検討され計画が立てられていった。

①地域を一体的に整備する歴史的環境保全地区を計画する。②

保存対象となる遺跡、遺構などが含まれる地区を歴史的環境維

持地区に計画する。③周辺の都市変化から維持地区を保護する

歴史的環境整備地区を計画する。④維持地区の活力、魅力を高

めるための施設を地区内に適宜に配置・整備する歴史的環境保

全施設を計画する。 

2）保全計画と保存整備計画の検討期（1964年～1993年）  

 1964年から1993年までは、目的別での調査が行われ、その

成果を基に保存計画の内容が検討され、保存整備の項目が策定

された。その保存整備計画の内容は6項目に区分された。①住

宅建て替え・指定文化財の修理・修景・などの住宅建造物を整

備する。②近隣公園・児童公園・特殊公園などの公園を整備す

る。③公民館・児童館・来訪者施設などの公共施設を整備する。

④下水道・排水路・上水道・電柱撤去などの整備をする。⑤環

濠を整備する。⑥幹線道路、区画道路、歩行者専用道路、細街

路などの道路・街路を整備する。 

この中で、項目⑥番の道路・街路の整備については、今井町

を貫通する道路が計画されたが、その後の検討によって見直し

案が作成され、1989年都市計画道路の変更もされた。 

3）保全計画の見直し調査（2009年） 

 2009 年の地区の見直し調査には次のような経緯がある。今

井町4団体（補注10）が連名で「伝統的建造物である借家の活性促

進のために」という要望を市に提出した。そこで市は見直し調

査を行った。 

この見直し調査では、空き町家の件数は、一軒屋28 件、長

屋建70件の計98件という結果が明らかになった。また、老朽

した空き町家は、今井町の建物の 11％を占めている。98 件中

14 人の所有者がいるが、所有状況は家主によって大きく異な

ることが報告されている。14 人の所有者には 1 棟 1 戸を所有

している所有者もいれば、28棟44戸を所有している所有者も

いる。所有者14人の内訳は、所有数10戸以上の大規模所有者

が 3 人、5 戸～9 戸の中規模所有者が 5 人、１戸～4 戸の小規

模所有者が6人との区分がしていると報告されている。この調

査結果によって、保存計画における借家の文化的価値が確認さ

れたといえる。 

3.4 保存地区における諸制度・条例 

まず、1983 年、橿原市が独自の制度・今井町町並保存対策

補助金交付要綱を制定した。次に1989年、伝統的建造物群保

存地区保存条例と施工規則が策定された。その中で歴史的建造

物の現状変更行為許可制度が導入された。 

そして、1993年建築基準法第28条（道路内の建築制限の緩

和、第44条（建ぺい率の制限の緩和）、第56条（工作物の緩

和）などの緩和条例案が検討され、条例として制定されること

となった。 

さらに、文化財保護法第143条第1項の規定に基づき、今井

調査
年度

調査主体 調査内容 調査結果

1955年 東京大学
今井町の町家の中で極限られ
た範囲を対象とした調査

『今井町史』の刊行

1964年
～

1967年

奈良国立文化財研究所
奈良女子大学

伝統的な住宅における現状の
住まい方や改善の方向につい
ての実証的調査

507戸を調査し、その町家の平面の分
類と構造形式にみる時代的変遷や、接
客空間である座敷の発展過程につい
ての解析が得られた

1977年
～

1980年

文化庁
市街地の形成史、地区構造の
特性の把握、町割、敷地割の
調査

各町家の平面類型、敷地利用単位の
空間構成・特性が明らかになった、今
井町の保全のための整備課題が整理
された

1977年
～

1978年
建設省

今井に関する調査研究の文献
収集、行政資料及び各種都市
計画関係資料の収集、旧市街
地及び周辺の現状調査

歴史的環境保存の課題を整理し、整備
計画の基本方針の検討が行われた

1992年
～

1993年

学識経験者、国、県、市
担当者からなる委員会及
びワーキンググループ

選定予定の重伝地区における
建築基準法の緩和条例案の検
討調査

選定の後には、建築行為は現状変更
の許可が必要となり、歴史的環境の保
存のため、修理、修景基準に適合した
ものに指導する基本方針が定められた

2009年 橿原市教育委員会
今井町伝統的建造物群保存地
区見直し調査

今井町における借家、空き町家の現状
が明らかにされた

調査年度 調査目的 保存計画の内容 結果

1955年
民家が文化財指定の基準を作成する
目的の一つとして、調査を実施する

重要文化財として指定する
民家8件が国の重要文化財に
指定される

1964年
～

1967年

調査範囲を全町内にまで広め、面的な
保存を考慮に加えた調査を実施する

生活空間を含む場合の保存、
今井町の記録的保存を図る

住民の保存意識と保存方式の
検討
町並みの景観保存技法の検討

1977年
～

1980年

伝統的な都市型の町並みについて歴
史的環境保存整備計画の策定調査を
行う際、モデルケースとして今井町を
選定する

旧環濠内の保全整備計画の策
定を行う
歴史的環境の保存を図りつつ、
近代に適した生活環境整備計
画の策定

保存修景・環境整備計画策定
の作業を行う
歴史的環境市街地保存整備計
画とその実現方法の検討

1977年
～

1978年

これまでの調査における保全整備方
針を受け、今井町の都市計画道路問
題の解決を目指し、建設所都市局街
路課所管の「歴史的地区環境整備街
路事業」による街路整備事業の実施、
今井町全体の保全と整備を具体化し
ていく

整備計画及び歴史的地区環境
整備街路事業の検討

今井町整備計画の検討
都市計画道路の変更の検討
公園緑地計画、下水道路計画
の検討

1992年
～

1993年

「重伝地区」の指定に伴う制度的、技
術的検討を行い、この地区に対する緩
和条例の原案づくりを行う

「避難」「防災」「通行」という視
点から現況を分析し、緩和に対
する代替措置の検討

旧環濠道路である都市計画道
路の整備、周辺での駐車場整
備が提案された

2009年

長屋借家の現状、文化財的価値を明
らかにし、その保存と活用のための諸
問題を整理する。対応策を検討する、
保存計画や補助金交付の基準など、
伝統的建造物群保存地区保護施策の
充実を図る

地区の特性の重要な構成要素
である借家の位置づけを明確
にする、現状にあった修理基準
を設ける、修理にかかる経費の
圧縮の検討

長屋の文化財的価値が確認さ
れた
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町内にある土地及び家屋に対して課する固定資産税、都市計画

税についての地方税法第6条の規定に基づき特例を定めた。 

4 保存整備の実態と分析 

 ここでは、今井町における保存整備の実態を把握するため、

整備関係者のヒアリング調査をもとに、歴史的建造物の修理・

修景の課題を分析する。 

4.1 保存整備の実績 

 今井町町並み整備実績報告（補注 11）、と歴史的建造物の修理・

修景の実績の基礎資料（補注12）を基に作成したものを表3に示す。

表 3 より住宅建て替え・指定文化財の整備実績は 271 件で

ある。その内容については次の4.2で述べる。 
項目2の公園関係の保存整備は北環濠小公園をはじめ、

計6か所が整備されている。公園整備の事例・蘇武橋公園

の整備経緯を述べておく。この公園整備は2004年11月地域

住宅交付金を利用し、小規模住宅地区改良事業として24 件の

住宅を撤去し整備したものである。県と市が2004年11から住

民との立退き補償交渉を行い、2007 年 7 月解体除去が完了し

た。2009年下排水路を暗渠化した。2010年から2011年にかけ

て電線類地中化を実施した。整備前と整備後の変化を写真 1、

2、3、4で示す。 
項目3 の公共施設はいまいまちや館、まちづくりセンター、

今井景観支援センターの3件がある。これらの施設は空き町家

を橿原市が購入し、保存整備されたものである。 

項目 4 の整備現況は電線地中化整備事業が現在も進んでい

る。この整備事業は1994年1月街並み環境整備事業として承

認された事業である。時期は1994年から2018までの整備予定

である。特に電線等の地中化事業は 2011 年度整備済みの区間

が青色で表示されている。その区間は 2650m である。整備計

画区間が赤で表示されている。その区間は 1610m である。整

備残区間は緑で表示されている。その区間は 1000m である。

電線地中化の整備状況を図3で示す。また、詳細設計区間の年

度の工区は赤で表示されたのは2012年度実施する。緑で示し

た工区は 2013 年度実施する。黄色で示されているのは 2014

年度実施予定の工区である。紫で示されているのは2015 年度

実施予定の工区である。それを図4で示す。 

項目 5 は今井町の西側にある環濠を復元したものである。

項目 6 は今井町の環境保存地区内の道路を美装化したもの

である。 

表-3 保存整備計画と保存整備の現況 

 

 

図- 3 電線地中化整備状況 

 
 図- 4 詳細設計区間の年度の工区 

4.2 歴史的建造物の保存整備の実績 

ここでは、整備271件の歴史的建造物の修理・修景の内容を

について述べる。修理・修景の内容を分類し表4 に示す。（な

お、重要文化財の歴史的建造物の修理・修景事業を含まない） 

表 4 によれば、1984 年から 1993 年までに 56 件が修理・修

景された。1994年から2012年3月までに215件が修理・修景

された。具体的には町家建造物の修理・修景は244件、全体の

271件において8割を占める。寺・神社関係は18件、全体の1

割を占める。看板修理・塀・その他の修理は 6 件で全体の 1

割を占める。重伝建地区の選定前にも修理修景が実施されたが、

重伝建地区の選定後はその修理修景の件数が急増しているこ

とがわかる。 

また、修理・修景の実績の申請者は次の通りである。町家建

造物については住民と住民団体が申請する。寺・神社の建造物

については、神社関係者が申請する。看板・塀の修理・修景に

ついては、住民が申請する。その他（地藏・水路の石積）は自

治委員会の長、またはその他の住民が代理申請する。 

 

 

No 整備項目 整備現況（2013年2月現在）

1
住宅建て替え・指定文化財の修
理・修景

271件整備済み

2
近隣公園・児童公園・特殊公園
などの公園の整備

北環濠小公園、旧北町生活広場、中町筋生活広場、
旧西町生活広場、南町生活広場、蘇武橋公園

3
公民館・児童館・来訪者施設な
どの公共施設の整備

いまいまちや館、まちづくりセンター、
今井景観支援センター

4
下水道・排水路・上水道・電柱
撤去などの整備

電線地中化・約2650m整備済み、今後1610mを実施
予定

5 環濠の整備 今井町西エリアの復元

6
幹線道路、区画道路、歩行者専
用道路、細街路などの道路・街
路の整備

道路の美装化（約3140m）

写真1、2 整備前 

写真3、4 整備後 
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表-4 修理・修景の内容 

 

4.3 歴史的建造物の保存整備の補助制度の現況 

 修理・修景 271 件の補助率を示したのが図 5 である。図 5

を見ると、1984年から1993年までは市が80％を負担し、県が

20％を負担していた。 

 今井町が重伝建地区に選定されてから、それぞれの割合をみ

ると、国交省の補助率の推移では、50％の場合もあれば、3カ

年度の0％のものもある。奈良県の補助率の推移は初期の20％

から10％に転じている。橿原市の補助率は、1993 年以降では

60％～30％までもあるが、全体の 40％を負担しているとみら

れる。 

（2012 年 3 月年現在）の今井町の歴史的建造物の補助負担

割合をみると、国交省と文化庁が50％、県が10％、市が40％

の割合で構成されている。 

次に、271件の修理・修景の実績における個人の負担率につ

いて説明する。その結果を図6に示す。1984年、1985年、1995

の負担率は 50％前後だったが、それ以外の年をみると、60％

から80％以上を負担している。 

4.4 歴史的建造物の保存整備事業の請負者の概要 

271件の修理修景の実績から請負者の出身地をみると、1984

年から2011年まで95の請負者が保存整備に携わってきた。 

橿原市内の請負者（43 社）が 197 件の整備事業に携わって

いたが、その中では2社が90件以上の修理・修景を行ってい

た。次に1社が11件の修理・修景を行った。さらに5件以上

10件未満を修理・修景が行われたのが5社で、43社の1割を

占める。5件未満を修理・修景の請負者が一番多かった。 

奈良県（40社）（橿原市除く）62件、1社が6件の修理・修

景を行ったが、62 件の 1 割未満の割合を占める。3 件から 4

件の修理・修景を行ったのが 4 社である。62 件の 2 割を占め

る。1件から2件の計43件の修理・修景を行ったのが35社で

ある。62件の6割以上を占める。 

奈良県以外の（11社）が12件の修理・修景に携わっていた。

1社が2件の修理・修景を行ったが、12件の1割未満を占める。

残りの10件は10社が修理・修景を行った。今井町の歴史的建

造物における修理・修景事業は橿原市内の請負者が4割を占め、

奈良県の請負者が4割を占め、奈良県以外の請負者が2割を占

める割合となっている。請負の出身地の割合を図7で示す。 

また、それぞれの請負者の修理件数の割合の変化を選定前と

選定後の変化を比較したのが図8である。その結果は橿原市に

ある請負者が選定前の89％から68％の割合に変化し請負者の

減少がみられた。一方、奈良県（橿原を除く）と奈良県以外の

請負者は両方が増加していることがわかった。 

 

 

 

 

図-5 市・県・国交所・文化庁別の補助金推移 

 

図-6 町家・等の整備件数・負担率の推移 

 
図-7 各請負者の修理・修景の割合 

 

図-8 重伝建地区選定前後の請負者の変化 

 

 

歴史的建造物
（町家）

寺・神社
建築物

看板・塀 その他 合計

1984～ 1993 53 0 0 3 56

1994～ 2011 191 18 3 3 215

合計 244 18 3 6 271
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4.5 歴史的建造物の保全整備の推進体制 

今井町の保存整備事業を推進する行政の窓口は今井町町並

み整備事務所が担い、保全整備に関する住民の意見をまとめる

窓口は今井町町並み保存住民審議会が担っている。 

1990年、橿原市教育委員会が整備準備室として奈良県から1

名、橿原市から2名計3名の人員を配置し整備関係の業務がス

タートした。今井町は重伝建地区に選定されてから、本格的に

整備事業が開始した。1996 年 4 より町並み整備事務室が開設

され、人員を7人が配置された。7人の内訳について見てみる。

2 人の建築技術者が修理・修景の事業を担当している。2 人の

土木技術者が電線地中化事業の確認作業を担当している。他の

3人は整備関係の資料処理、手続申請、などの事務系を担当し

ている。1998 年元の場所から現在の場所今井町内に移転し、

これまでの町並み整備事務室を「今井町町並み整備事務所」と

改称した。業務内容は修理・修景にかかわる申請確認、現場確

認、電線地中化事業の推進、住民からの整備関係の相談、地区

の公園管理、公共施設の管理、などである。 

1990 年から 1993 年 12 まで今井町の重伝地区の選定におけ

る賛成・反対双方の住民が参加した「今井町町並保存協議会」

が開催されたきっかけで、審議会が設置された。この審議会は

より幅広く住民の意見を反映するため、市長、教育長、に建議

できる団体として設置した。住民自らが保存計画に参画するこ

とが目的である。この協議会のメンバーは各団体（今井町自治

会、今井町町並み保存会、今井町防災会、春日講、今井町区域

町並み環境整備協議会、婦人会、なごみ会、ボーイスカウト第

5 団、NPO 法人今井まちなみ再生ネットワーク、青年会、橿

原市消防団第9分団今井地区生・児童委員会、学識経験者、顧

問）から複数人を選び、計23人で構成される。 

4.6その他 

ここでは住民団体・住民を対象としてヒアリングした16 事

例をまとめて述べる。住民団体が申請した事例は4 件である。

新規住民が申請した事例は1件である。住民が申請した事例は

9件である。橿原市が申請した事例は2件である。 

ヒアリングの項目は6つである。①申請者の基本情報（年代、

職業、家族構成）②工事概要③事前に補助申請の仕方をしてい

るかどうか。④またその理由⑤施行における請負者の選び方。 

その結果を表5で示す①、②の基礎情報をここで述べておく。

No.1 からNo.10 までの 10 人の住民の基礎情報をのべておく。

50代が2人、60代が3人、70代が5人である。家族構成をみ

ると、一人暮らしが2人、夫婦二人が1人、家族と一緒に暮ら

すのが7人である。 

次に、No.1からNo.10までの工事は個人の住宅であるため、

住民が申請したものである。No.11番の工事は地区共有なもの

として自治委員会が申請した。No.12.13の工事は市が空き町家

を購入し、公共施設利用として修理・修景を行ったものである。

No.14.15.16 はNPO 法人が空き町家を 10 年間貸出し、期間内

の利用をするための修理・修景を行ったものである。 

 補助申請の仕方について16件の中でNo.10番のみ「知らな

かった」と回答した。知らなかった理由は新規住民であるため、

これまでの補助申請に関する内容を理解しなかったという。 

一方、知っている理由としては「以前市が資料を配った」「町

並み関係の仕事に携わっている」「整備関係の仕事に携わって

いる」「家族の中で町並み保存関係の仕事に携わっている」と

いう回答があった。 

施工の請負者の選び方については、「知人の紹介」「町内の工

務店を利用する」「NPO 法人の紹介」「入札で工務店を決定す

る」という回答がある。 

表-5 ヒアリング内容＆結果 

 

5 保存整備事業を促進した要因と問題点及び課題 

5.1 整備事務所と住民団体の関係 

1984年から2011年まで271件の整備実績が得られた。その

背景には今井町並整備保存事務所と今井町町並み保存整備審

議会の共同作業があったと。また、住民審議会という組織が住

民によって組織され、補助制度の利用が促進された。歴史的建

造物に対する危機感、行政だけに頼らず、地区における保存意

識を高める活動を積極的に展開されていることなどから自立

しているという印象を受ける。 

しかし、現地調査では、修理・修景をせずに放置され風化の

進む空き町家もみられた。今井町整備事務所と住民団体がこれ

までの実績のノウハウを活かし、空き町家の修理を促すこと、

重要文化財以外の建造物を含めた歴史的建造物をどう利活用

していくかを保存計画の中に取り込むこと、さらにそれに伴う

利用整備手法を開発していくことが必要であると考えられる。 

5.2保存整備事業の請負者の変化への対応 

重伝建地区の選定前においては、橿原市の請負者以外の業者

No 年代 職業 家族構成 工事概要
補助申請
の仕方

その理由
施工の請負者の

選び方

1 60代 自営業 1人

屋根、
壁、正面
開口部工

事

知っている
以前市が配っ
た資料がある

知人の紹介

2 70代 自営業 1人
主屋、

壁、開口
部工事

知っている
以前市が配っ
た資料がある

町内の工務店を利
用する

3 70代 無職 2人
屋根葺
替、部分
修理

知っている
町並み保存関
係の仕事に携
わっている

知人の工務店を利
用する

4 70代 無職 4人
屋根・壁・
正面開口
部工事

知っている
以前市が配っ
た資料がある

町内の工務店を利
用する

5 70代 自営業 3人
屋根・壁・
正面開口
部工事

知っている
町並み保存関
係の仕事に携
わっている

町内の工務店を利
用する

6 60代 無職 4人
塀新設、
門の入り
口の修景

知っている

家族の一人が
町並み保存関
係の仕事に携
わっている

町内の工務店を利
用する

7 70代 ボランティア 4人
主屋、

壁、開口
部工事

知っている
町並み保存関
係の仕事に携
わっている

町内の工務店を利
用する

8 60代 無職 4人
主屋、

壁、開口
部工事

知っている
町並み保存関
係の仕事に携
わっている

町内の工務店を利
用する

9 50代 行政関係 3人
主屋、屋
根葺替、
軸部修理

知っている
整備関係の仕
事に携われて
いる

知人の紹介

10 50代 行政関係 5人
主屋、屋
根葺替、
軸部修理

知らない 新規住民 NPO法人の紹介

11 自治委員会 地藏修理 知っている
町並み保存関
係の仕事に携
わっている

町内の工務店を利
用する

12 橿原市
主屋、屋
根葺替、
軸部修理

知っている
整備関係の仕
事に携われて
いる

入札で工務店を決
定する

13 橿原市
主屋、屋
根葺替、
軸部修理

知っている
整備関係の仕
事に携われて
いる

入札で工務店を決
定する

14 NPO関係
主屋、

壁、開口
部工事

知っている
町並み保存関
係の仕事に携
わっている

町内の工務店を利
用する

15 NPO関係 軸部補修 知っている
町並み保存関
係の仕事に携
わっている

町内の工務店を利
用する

16 NPO関係
内外の改
修、設備
の改修

知っている
町並み保存関
係の仕事に携
わっている

町内の工務店を利
用する
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数は少なかったが、選定後においては急増したとみられる。そ

の理由としは、図7で示したように、選定前後の修理・修景の

件数の急増に、橿原市の業者だけでは応じが切れなかったもの

と考えられる。しかし、2001 年以降は修理・修景の件数が大

幅に減少しつつあるが、橿原市以外の業者の利用が増えつつあ

るとみられる。その理由としは、橿原市の請負者が高齢化に伴

う廃業、または跡継ぎをする人がいないことが挙げられる。 

さらに、ヒアリング事例では、施工の請負者の選び方につい

て行政の入札制度と個人の自由選定という選定方法があるこ

とがわかった。この自由選定の仕方によって約100社の請負者

ができたと考えられる。今後、それらの請負者の変化に対応し

た適切な選定基準を作成する必要があるだろう。 

5.3 保存計画・保存整備における問題点 

今井町における保存計画は歴史的建造物・街区を対象としな

がらも、借家の文化価値が確認されたものの、保存計画におけ

る維持管理の計画づくりが議論されなかった。そのため、長期

的空き家となった借家の老朽化が進んでいるのが現状である。

それらの空き町家の具体的な維持管理については保全整備計

画において議論されなかった。 

また、ヒアリングした16事例の1例でみられたように、補

助申請を知らなかった問題もある。今後、今井町の新住民にな

ろうとする人に周知してもらう方策も必要であろう。今井町町

並み整備事務所は保存地区に所在する利点を活かし、重伝建地

区制度の仕組み等について解りやすく説明していく工夫が必

要だと思われる。 

5.4 今後の課題 

歴史的建造物を保存整備した実績は271件であるが、今回の

ヒアリング調査では、16 件の調査結果にとどまっている。今

後、調査の件数を増やすとともに保存整備業者の選定方法と保

存整備業者への影響の有無を明らかにすること。 

また、保存地区内、周辺に整備された公園・公共施設の利用

実態を把握することによって、保存整備事業の評価を行うのが

今後の課題である。 

6 結論 

本研究では、今井町における重伝建地区選定前後の保存整備

体制の変化と重伝建地区に選定された後の保存計画の実施を

促進した要因及び町家の保全整備実施の業者の選定仕組みを

分析し、次の結論を得た。 

1）271 件の保全整備の実績が得られ、整備請負者選定手法

が把握でき、整備請負者の変化があったことがあげられる。 

2）今井町における町家の保存計画の実施を促進した要因は

橿原市による独自の補助制度とその制度を推進する体制が形

成してきたこと、今井町の住民の意見を聞き入れた住民組織と

その取り組みがあったことが挙げられる。 

3））町家の保存整備、特に長屋の保全整備の問題点としては、

増加傾向とみられる空き町家に対して、NPO 法人今井まちな

み再生ネットワークが空き町家を解決するための取組がみら

れるが、引き続きその取組を検証することが必要である。 

今後、歴史的建造物を単なる保存ではなく、町家、街区を損

なわない利用形態も議論する必要がある。 
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